
（仮称）心と体のかすがい健康計画２０２４－2035の策定にあたって 

 

資料 3-1  

１ 策定する関連計画 

「健康増進計画」、「食育推進計画」及び「自殺対策計画」を一体的に策定する。 

 

計画名 法的根拠 市計画の策定義務 

⑴健康増進計画 

①健康増進法 努力義務 

②春日井市健康づくり及び地域医療の確保に関

する基本条例 義務 

③春日井市歯と口腔の健康づくり推進条例 

⑵食育推進計画 食育基本法 努力義務 

⑶自殺対策計画 自殺対策基本法 義務 

 

２ 本市計画の期間 

 

計画期間 

計画名 

平成 令和 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6～ 

⑴ 健康増進計画 ※ 
新かすがい健康プラン

21（※の改定版） 
かすがい健康計画 2023 

           → 改定版 

（仮称）

心と体

のかす

がい健

康計画 

⑵ 食育推進計画 春日井市食育推進計画 

⑶ 自殺対策計画           春日井市自殺対策計画 

  ※かすがい健康プラン（計画期間：平成 16年度～平成 25年度、平成 22年度から「新かすがい健康プラン」に改定） 

 

３ （仮称）心と体のかすがい健康計画 2024-2035 の策定内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新計画：（仮称）心と体のかすがい健康計画 2024-2035 

かすがい健康計画 

2023 健
康
増
進
計
画 

春日井市 

自殺対策計画 

現行計画 

指標達成状況 

アンケート結果 食
育
推
進
計
画 

自
殺
対
策
計
画 

指標達成状況

う 

アンケート結果 

 

１ 継続施策  

 

２ 重点施策  

①指標達成状況 

②アンケート結果 

 

からの課題を重

点施策に位置付け

ることを検討 

国の指針 

１ 国民の健康の増進の総合的な

推進を図るための基本的な方針 

令和５年５月 31 日告示 

※市町村計画策定の基本的な事項 

現行計画の検証 

２ 歯科口腔保健の推進に関する

基本的事項    令和５年７月告示

予定 

３ 食育推進基本計画  

令和３年３月 

 ※市町村が食育の推進に努める事項 

４ 市町村自殺対策計画の策定の手引 

平成２９年 11 月 

新たな課題への対

応 


